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平成２６年第１回牛久市議会定例会 

 

議事日程第５号 

    平成２６年３月７日（金）午前１０時開議 

 日程第 １．議案第 ４号 牛久市安全な飲料水の確保に関する条例について 

 日程第 ２．議案第 ５号 牛久市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例につい 

て 

 日程第 ３．議案第 ６号 牛久市公園条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ４．議案第 ７号 平成２５年度牛久市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第 ５．議案第 ８号 平成２５年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２ 

              号） 

 日程第 ６．議案第 ９号 平成２５年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第５号） 

 日程第 ７．議案第１０号 平成２５年度牛久市青果市場事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第 ８．議案第１１号 平成２５年度牛久市小規模水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第 ９．議案第１２号 平成２５年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第１０．議案第１３号 平成２５年度牛久市工業用地造成事業特別会計補正予算（第１ 

              号） 

 日程第１１．議案第１４号 平成２５年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 

              ２号） 

 日程第１２．議案第１５号 平成２６年度牛久市一般会計予算 

 日程第１３．議案第１６号 平成２６年度牛久市国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第１４．議案第１７号 平成２６年度牛久市公共下水道事業特別会計予算 

 日程第１５．議案第１８号 平成２６年度牛久市青果市場事業特別会計予算 

 日程第１６．議案第１９号 平成２６年度牛久市介護保険事業特別会計予算 

 日程第１７．議案第２０号 平成２６年度牛久市工業用地造成事業特別会計予算 

 日程第１８．議案第２１号 平成２６年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 日程第１９．議案第２２号 牛久市道路線の認定について 

 日程第２０．議案第２３号 牛久市道路線の路線変更について 

 日程第２１．議案第２４号 牛久市道路線の廃止について 

 日程第２２．議案第２５号 公の施設相互利用に関する協定書の一部を変更する協定書につ 

              いて 

 日程第２３．議案第２６号 牛久市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部を改正する 



 

              条例について 

 日程第２４．議案第２７号 牛久市下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条 

              例について 

 日程第２５．議案第３０号 工事請負契約の変更について 

 日程第２６．議案第３１号 工事請負契約の変更について 

 日程第２７．議案第３２号 損害賠償の額を定めることについて 

 日程第２８．休会の件 



 

午前１０時００分開議 

○議長（山越 守君） おはようございます。 

 本日の会議を開きます。 

 この際、諸般の報告をいたします。 

 市長提出議案第３２号の１件が提出されました。 

 次に、本日開催いたしました議会運営委員会において、先日の一般質問における執行部答弁

に対し、発言取り消しの勧告をすることに決定いたしました。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 日程第１、議案第４号ないし日程第２４、議案第２７号及び日程第２５、議案第３０号、日

程第２６、議案第３１号の２６件を一括議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第 ４号 牛久市安全な飲料水の確保に関する条例について 

 議案第 ５号 牛久市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第 ６号 牛久市公園条例の一部を改正する条例について 

 議案第 ７号 平成２５年度牛久市一般会計補正予算（第５号） 

 議案第 ８号 平成２５年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第 ９号 平成２５年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第５号） 

 議案第１０号 平成２５年度牛久市青果市場事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第１１号 平成２５年度牛久市小規模水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第１２号 平成２５年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 議案第１３号 平成２５年度牛久市工業用地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第１４号 平成２５年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第１５号 平成２６年度牛久市一般会計予算 

 議案第１６号 平成２６年度牛久市国民健康保険事業特別会計予算 

 議案第１７号 平成２６年度牛久市公共下水道事業特別会計予算 

 議案第１８号 平成２６年度牛久市青果市場事業特別会計予算 

 議案第１９号 平成２６年度牛久市介護保険事業特別会計予算 

 議案第２０号 平成２６年度牛久市工業用地造成事業特別会計予算 

 議案第２１号 平成２６年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 議案第２２号 牛久市道路線の認定について 

 議案第２３号 牛久市道路線の路線変更について 

 議案第２４号 牛久市道路線の廃止について 



 

 議案第２５号 公の施設相互利用に関する協定書の一部を変更する協定書について 

 議案第２６号 牛久市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第２７号 牛久市下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第３０号 工事請負契約の変更について 

 議案第３１号 工事請負契約の変更について 

 

○議長（山越 守君） これより議案第４号ないし議案第２７号、議案第３０号及び議案第３

１号の２６件について順次質疑を許します。 

 なお、質疑発言者並びに答弁者に申し上げます。質疑発言は、議題に関して簡素に明瞭にさ

れるようお願いいたします。 

 答弁に際しては、的確かつ簡素明瞭にされるようにお願いをいたします。 

 加えまして、議長からお願いがございます。議会は神聖な場所でございます。ぜひともその

品位を重んじ、質問、答弁をなされ活発な議論が展開されることを、切にお願いをいたします。 

 また、所属する委員会に付託されます案件に対する質疑は、極力委員会で質疑をされますよ

うお願いをいたします。 

 初めに、議案第４号についての質疑を許します。ありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第４号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第５号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第５号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第６号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第７号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第７号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第８号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第８号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第９号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



 

○議長（山越 守君） 以上で議案第９号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第１０号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第１０号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第１１号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第１１号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第１２号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第１２号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第１３号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第１３号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第１４号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第１４号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第１５号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第１５号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第１６号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第１６号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第１７号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第１７号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第１８号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第１８号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第１９号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第１９号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第２０号についての質疑を許します。 



 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第２０号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第２１号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第２１号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第２２号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第２２号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第２３号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第２３号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第２４号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第２４号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第２５号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第２５号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第２６号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第２６号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第２７号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第２７号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第３０号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第３０号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第３１号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で議案第３１号についての質疑を終結いたします。 

 次に、日程第２７、議案第３２号についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第３２号 損害賠償の額を定めることについて 



 

 

○議長（山越 守君） 提案者に提案理由の説明を求めます。市長池邉勝幸君。 

      〔市長池邉勝幸君登壇〕 

○市長（池邉勝幸君） 現在上程しております議案に加え、本日、追加議案１件を上程いたし

ます。 

 議案第３２号は、損害賠償の額を定めることについてであります。 

 本件は、平成２６年２月６日に牛久市中央生涯学習センター駐車場隣接地において、生涯学

習課職員が、職務上、立ち枯れの竹を伐採したところ、過って駐車場にとめてあった車両に伐

採した竹が直撃し、同車両に損害を与えたことについて、当時者と示談し、同車両に対する損

害賠償の額を定めるものであります。 

○議長（山越 守君） 以上で、市長の提案理由の説明は終わりました。 

 これより、議案第３２号についての質疑を許します。１８番石原幸雄君。 

      〔１８番石原幸雄君登壇〕 

○１８番（石原幸雄君） 改めまして、おはようございます。 

 損害額６２万１０９円ということでありますが、その内訳について確認の意味でお尋ねをい

たします。以上でございます。 

○議長（山越 守君） 教育部長吉田次男君。 

○教育部長（吉田次男君） 内訳でございますが、車両の修理費が４１万８，５０９円、修理

中の代車料が２０万１，６００円となります。 

○議長（山越 守君） ほかにありませんか。以上で議案第３２号についての質疑を終結いた

します。 

 ただいま議題となっております議案第４号ないし議案第２７号及び議案第３０号ないし議案

第３２号の２７件については、会議規則第３７条第１項の規定により、お手元に配付してあり

ます付託表のとおり、それぞれの所管委員会へ付託いたします。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

平成２６年第１回牛久市議会定例会常任委員会議案付託表 

 

◎総務常任委員会 

 

 議案第 ７号 平成２５年度牛久市一般会計補正予算（第５号） 

        別記記載の当該委員会の所管事項についてのみ 



 

 議案第２５号 公の施設相互利用に関する協定書の一部を変更する協定書について 

 議案第２６号 牛久市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部を改正する条例について 

 

◎教育民生常任委員会 

 

 議案第 ５号 牛久市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第 ６号 牛久市公園条例の一部を改正する条例について 

 議案第 ７号 平成２５年度牛久市一般会計補正予算（第５号） 

        別記記載の当該委員会の所管事項についてのみ 

 議案第 ８号 平成２５年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第１２号 平成２５年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 議案第１４号 平成２５年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第３２号 損害賠償の額を定めることについて 

 

◎産業建設常任委員会 

 

 議案第 ４号 牛久市安全な飲料水の確保に関する条例について 

 議案第 ７号 平成２５年度牛久市一般会計補正予算（第５号） 

        別記記載の当該委員会の所管事項についてのみ 

 議案第 ９号 平成２５年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第５号） 

 議案第１０号 平成２５年度牛久市青果市場事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第１１号 平成２５年度牛久市小規模水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第１３号 平成２５年度牛久市工業用地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第２２号 牛久市道路線の認定について 

 議案第２３号 牛久市道路線の路線変更について 

 議案第２４号 牛久市道路線の廃止について 

 議案第２７号 牛久市下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第３０号 工事請負契約の変更について 

 議案第３１号 工事請負契約の変更について 

 

 

 



 

平 成 ２ ５ 年 度 牛 久 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ５ 号 ） 各 常 任 委 員 会 付 託 事 項 

第 １ 条  第 １ 表  歳入予算補正 

款 項 
目 

総 務 常 任 委 員 会 教 育 民 生 常 任 委 員 会 産 業 建 設 常 任 委 員 会 

９ 地方特例交付金 １ 地方特例交付金 １ 地方特例交付金   

10 地 方 交 付 税 １ 地 方 交 付 税 １ 地方交付税   

12 分担金及び負担金 １ 負 担 金  １ 民生費負担金 
２ 教育費負担金 

 

13 使用料及び手数料 １ 使 用 料  ２ 教育使用料 ４ 土木使用料 

２ 手 数 料  ２ 衛生手数料  

14 国 庫 支 出 金 １ 国 庫 負 担 金  １ 民生費国庫負担金 ２ 衛生費国庫負担金 

２ 国 庫 補 助 金 ８ 消防費国庫補助金 
 

１ 民生費国庫補助金 
５ 教育費国庫補助金 
 

２ 衛生費国庫補助金 
３ 商工費国庫補助金 
４ 土木費国庫補助金 

  ３ 委 託 金 １ 総務費委託金 ２ 民生費委託金  

15 県 支 出 金 １ 県 負 担 金  ２ 民生費県負担金  

２ 県 補 助 金  １ 民生費県補助金 
５ 教育費県補助金 

２ 衛生費県補助金 
３ 農林水産業費県補助金 
４ 土木費県補助金 

３ 委 託 金 １ 総務費委託金   

17 寄 附 金 １ 寄 附 金 １ ふるさと牛久応援寄附金   

18 
 

繰 入 金 
 

１ 他会計繰入金  １ 特別会計繰入金  

２ 基 金 繰 入 金 ２ 職員退職手当基金繰入金  ３ ふるさと基金繰入金 

20 諸 収 入 ４ 受 託事 業収 入 ４ 総務費受託事業収入 １ 民生費受託事業収入  

  ５ 雑 入   ２ 弁償金 
 ［東京電力賠償金］ 

    ５ 雑入 
 ［消防団員退職報償金、 

使用料・手数料、売捌料、 
返戻金・返還金、雑入］ 

５ 雑入 
 ［高額療養費返納金、 

売捌料、受講料・材料
費、返戻金・返還金、 
雑入］ 

５ 雑入 
 ［保険補償金・還付金 

売捌料、雑入］ 

21 市 債 １ 市 債 ２ 土木債 
３ 臨時財政対策債 

  

 

第 １ 条  第 １ 表  歳出予算補正 

総 務 常 任 委 員 会 教 育 民 生 常 任 委 員 会 産 業 建 設 常 任 委 員 会 

 
（款）1．議会費 
 （項）1．議会費 
  （目） 1．議会費 
 
 
（款）2．総務費 
 （項）1．総務管理費 
  （目） 1．一般管理費 
      2．文書費 
      3．広報広聴費 
      6．財産管理費 
      7．企画費 
      8．交通安全対策費 
      9．電子計算費 
     10．自治振興費 
     11．公平委員会費 
     14．総合窓口費 
     15．男女共同参画費 
     17．職員退職手当基金費 
     18．諸費 
      ［防犯灯を維持管理する］ 
      ［防犯灯を新設する］ 
      ［東日本大震災における被災 
       者の生活再建を支援する］ 
     19．ふるさと基金費 
 （項）2．徴税費 

 
（款）2．総務費 
 （項）1．総務管理費 
  （目）10．自治振興費 
     18．諸費 
    （小中学校に総合賠償補償する） 
 
（款）3．民生費 
 （項）1．社会福祉費 
  （目） 1．社会福祉総務費 
      2．老人福祉費 
      3．介護保険費 
      4．障害福祉総務費 
      5．支給審査会費 
      6．自立支援協議会費 
      7．自立支援給付費 
      9．地域生活支援費 
     11．国民年金費 
     12．国民健康保険事業費 
     14．後期高齢者医療給付費 
     15．医療福祉費 
 （項）2. 児童福祉費 
  （目） 1．児童福祉総務費 
      2．児童措置費 
      3. 保育園費 
 （項）3. 生活保護費 
  （目） 1．生活保護総務費 

 
（款）2．総務費 
 （項）1．総務管理費 
  （目） 6．財産管理費 
 
（款）4．衛生費 
 （項）1．保健衛生費 
  （目） 4．環境衛生費 
      5．公害対策費 
      6．雑草除去費 
 （項）2．清掃費 
  （目） 2．じんかい処理費 
      3．し尿処理費 
 
（款）5．労働費 
 （項）1．労働諸費 
  （目） 1．労働諸費 
 
（款）6．農林水産業費 
 （項）1．農業費 
  （目） 1．農業委員会費 
      3．農業振興費 
      4．畜産業費 
      5．農地費 
 （項）2．林業費 
  （目） 1．林業振興費 
 



 

  （目） 1．税務総務費 
      2．賦課徴収費 
 （項）3．戸籍住民基本台帳費 
  （目） 1．戸籍住民基本台帳費 
 （項）4．選挙費 
  （目） 3．土浦市外十五ケ町村土地改 
       良区選挙 
      5．茨城県知事選挙 
      6．参議院議員選挙 
 （項）5．統計調査費 
  （目） 1．統計調査総務費 
      2．指定統計費 
 （項）6．監査委員費 
  （目） 1．監査委員費 
 
（款）9．消防費 
 （項）1．消防費 
  （目） 2．非常備消防費 
      3．消防施設費 
      4．防災対策費 
 
   各款における人件費に関する事項 

      2．扶助費 
 
（款）4．衛生費 
 （項）1．保健衛生費 
  （目） 1．保健衛生総務費 
      2．予防費 
      3．母子衛生費 
 
（款）8．土木費 
 （項）5．住宅費 
  （目） 1．住宅管理費 
 
（款）10．教育費 
 （項）1．教育総務費 
  （目） 2．事務局費 
      3．教育指導費 
 （項）2．小学校費 
  （目） 1．学校管理費 
      2．教育振興費 
      3．学校建設費 
 （項）3．中学校費 
  （目） 1．学校管理費 
      2．教育振興費 
      3．学校建設費 
 （項）４．幼稚園費 
  （目） 1．幼稚園費 
 （項）5．社会教育費 
  （目） 1．社会教育総務費 
      2．生涯学習センター費 
 （項）6．保健体育費 
  （目） 1．保健体育総務費 
      2．体育施設費 
 

（款）7．商工費 
 （項）1．商工費 
  （目） 2．商工業振興費 
      3．観光費 
 
（款）8．土木費 
 （項）1．土木管理費 
  （目） 2．建築指導費 
 （項）2．道路橋梁費 
  （目） 1．道路橋梁総務費 
      2．道路維持費 
      3．道路新設改良費 
      4．排水路整備費 
 （項）3．河川費 
  （目） 1．準用河川費 
 （項）4．都市計画費 
  （目） 1．都市計画総務費 
      3．公共下水道費 
      4．公園費 
      6．森林公園費 
 

  第２条  第２表  繰越明許費補正  総務常任委員会  教育民生常任委員会  産業建設常任委員会 

  第３条  第３表  地 方 債 補 正  総務常任委員会 

 

○議長（山越 守君） つきましては、各委員会において受託案件を審査終了の上、来る２０

日の本会議に審査の経過及び結果を報告されるようお願いいたします。 

 次に、日程第２８、休会の件を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 休会の件 

 

○議長（山越 守君） お諮りいたします。委員会審査及び議事整理のため明日８日から１９

日までの１２日間を休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 御異議なしと認めます。よって、明日８日から１９日までの１２日間、

休会とすることに決定いたしました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 

                午前１０時１２分散会 

 


